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医療法等の一部を改正する法律案の概要

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】

① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。

② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】

① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。

② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】

① 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。

また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は令和８年４月１日（１②並びに２①の一部、②及び③）、令和８年10月１日（１①の一部）、公
布後１年以内に政令で定める日（３①の一部）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後２年以内に政令で定める日
（１③及び３③の一部）、公布後３年以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①の一部及び３②）等）

施行期日

改正の趣旨

改正の概要

等
このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。
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2040年頃に向けた医療の課題①

Ⅰ．将来の人口構造の変化と求められる医療需要①

○ 人口は、85歳以上を中心に高齢者数は2040年頃のピークまで増加見込み。

○ 医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者の増加に伴い、85歳以上を中心に高齢者の救急搬送は増加、在宅医療の需要も増加。

2.8% 5.7%
11.9%

25.4%

47.4%

73.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～

７５歳以上全体の認定率：３１．５％

８５歳以上全体の認定率：５７．７％

６５歳以上全体の認定率：１８．９％

各年齢階層別の認定率

出典：2022年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月１日人口から作成

224 
294 

382 

494 

616 

707 

812 

981 1,006 
958 961 

1,036 1,170 

0

200

400

600

800

1,000

1,200
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（万人）

推

計

患

者

数

（

千

人

・

１

日

当

た

り

）



2040年頃に向けた医療の課題②

Ⅰ．将来の人口構造の変化と求められる医療需要②

○ 地域ごとにみると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域では減少、地方都市部では高齢人口が増加する
地域と減少する地域がある。

○ こうした地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供体制のあり方はそれぞれ異なったものとなる。

≪入院患者数が最大となる年（二次医療圏別）≫ ≪2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況（構想区域（337区域）別）≫

Ⅱ．生産年齢人口の減少に伴う、医療従事者の確保の課題

○ 生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保が更に困難となる中、働き方改革等とあわせて、医療DX等を着実に推進していくことが重要。

○ 医師については、人口が減少する中での医師養成のあり方や医師偏在が課題となっているほか、特に診療所の医師は高齢化しており、診療所数は人口が少
ない二次医療圏では減少傾向、人口の多い二次医療圏では増加傾向にある。

○ 歯科医師、看護師等の医療従事者についても、将来にわたって医療提供体制を確保するため、その養成のあり方や偏在等の課題、専門性を発揮した効果的
な活用の重要性が指摘されている。

○ これらの課題に対応し、85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年以降においても、全ての地域・全ての世代の患者が、適切な医療・介護
を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保することを目指す。

2040年に向けて、総合的な改革によって、より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築

年齢区分別人口の変化率の平均値

生産年齢人口 高齢人口

●大都市型 -11.9% 17.2%
●地方都市型 -19.1% 2.4%
●過疎地域型 -28.4% -12.2%

大都市型 ：人口が100万人以上（又は）人口密度が2,000人/km2以上
地方都市型：人口が20万人以上（又は）人口10～20万人（かつ）人口密度が200人/km2以上
過疎地域型：上記以外
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基本台帳人口」（2018年）、「人口推計」（2017
年）及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地
域別将来推計人口（2023年推計）」を基に厚生労働
省医政局地域医療計画課において推計。
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2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革

● オンライン診療の法定化・基準の明示
● オンライン診療受診施設の設置者による届出 等

オンライン診療の推進

医療DXの推進

● 電子カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機
に備えた電子カルテ情報の利用等

● マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
● 公的DBの利用促進などの医療等情報の二次利用の推進
● 社会保険診療報酬支払基金を、医療DXに係るシステム開発・

運用主体として抜本的に改組 等 ● 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
（報告事項）
➢ 安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の

設置状況等

・ 関係学会によるガイドライン策定 等

美容医療への対応

その他、下記の措置を行う
・一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底
● 持ち分なし医療法人への移行計画の認定期限の延長（※） 等

2040年頃を見据えた新たな地域医療構想

● 入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、人

材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る新

たな地域医療構想の策定

・ 病床の機能区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に

ついて「回復期機能」を「包括期機能」として位置付け

● 医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連

携機能、急性期拠点機能、専門等機能、医育及び広域診療機

能）の報告制度の創設

・ 二次医療圏を基本とした地域での協議のほか、都道府県単位

での協議、在宅医療等のより狭い区域での協議を実施

・ 新たな構想の取組を推進するための総合確保基金の見直し

● 都道府県知事の権限（医療機関機能報告の創設に伴う必要な

機能の確保、基準病床数と必要病床数の整合性の確保等）

● 厚労大臣の責務明確化（データ分析･共有、研修等の支援策）

● 新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける

医師偏在対策

＜医師確保計画の実効性の確保＞
● 「重点医師偏在対策支援区域」の設定
・ 「医師偏在是正プラン」の策定

＜地域の医療機関の支え合いの仕組み＞
・医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機

関の公的医療機関等への拡大等

● 外来医師過多区域における、新規開業希望者への地域で不足
する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告・公表と、
保険医療機関の指定(６年から３年等への短縮)を連携して運用

● 保険医療機関の管理者要件

＜経済的インセンティブ等＞
● 重点医師偏在対策支援区域における支援を実施
➢ 診療所の承継・開業・地域定着支援
➢ 派遣医師･従事医師への手当増額

→保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える
➢ 医師の勤務･生活環境改善、派遣元医療機関への支援
※ 医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応をさら

に検討

・ 全国的なマッチング機能の支援

・ 医師養成過程を通じた取組

※「●」は法律事項

（※）現行の期限（令和８年12月31日）から更に３年延長。
本制度に係る税制優遇措置の延長については、令和８年度税制改正要望を行う。 4
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新たな地域医療構想の概要

病床の機能分化・連携 入院医療だけではなく、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保

等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る地域医療構想へ

現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

○ 団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けて、
高齢者の医療需要が増加することが想定される。

○ 約300の構想区域を対象として、病床の機能分化・
連携を推進するための2025年に向けた地域医療構想
を策定。
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○ 2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズ等を抱える85歳以上
の増加、人材確保の制約、地域差の拡大が想定される。

○ 増加する高齢者救急・在宅医療の需要への対応、医療の質や医療

従事者の確保、地域における必要な医療機能の維持が求められる。

○ 病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅医療、介護と
の連携、人材確保等を含めたあるべき医療提供体制の実現に資する

新たな地域医療構想を策定。

○ 2040年やその先を見据えて、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を
担う医療機関と｢治し支える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確

化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進することが重要。
このため、病床の機能分化･連携に加え、

・ 地域ごとの医療機関機能
（高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等）

・ 広域な観点の医療機関機能（医育及び広域診療等の総合的な機能）

の確保に向けた取組を推進。

＜今後のスケジュール＞
令和７年度 新たな地域医療構想に関するガイドラインの作成（国）
令和８年度～ 新たな地域医療構想の策定（県）
令和９年度～ 新たな地域医療構想の取組を順次開始（県）

＜全国の報告病床数と必要病床数＞

合計 119.1万床

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わ
せたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、
詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

１．地域医療構想の見直し等①
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オンライン診療
受診施設厚生労働大臣

１．地域医療構想の見直し等② オンライン診療に関する総体的な規定の創設

都道府県A

・ オ ン ラ イ ン 診 療 実 施 の 届 出
・オンライン診療基準の 遵 守

都道府県B

・ 設 置 の 届 出
・ 各 種 事 項 公 表

診 療 基 準 へ の 適 合 確 認

オ ン ラ イ ン 診 療 の 実 施
※ 医 療 行 為 の 責 任 を 負 う

○ 患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」を創設する。

（定義）施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行
うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設

○ オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に届け出る（都道府県Bへの届出） 。

○ オンライン診療を行う医療機関の管理者が、オンライン診療受診施設の設置者に対して、オンライン診療基準への適合性を確認することとする。

○ オンライン診療受診施設の広告・公表事項等は省令で定めることとする。

○ 医療法にオンライン診療を定義づけ、オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る（都道府県Aへの届出）。

○ 厚生労働大臣は、オンライン診療の適切な実施に関する基準（オンライン診療基準）を定め、オンライン診療は同基準に従って行うこととする。

○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、オンライン診療基準を遵守するための措置を講じることとする。

・ オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 の
遵 守 に つ い て 指 導 監 督

応 答

○医師－患者関係／患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診

療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

オンライン診療の提供に関する事項 オンライン診療の提供体制に関する事項

現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示

○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していくため、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療
の総体的な規定を設ける。

指 導 監 督

【会社】紙資料

1【300dpi】完
成_s

医者＿0２立ち 正面

医者＿01座り 椅子 線なし マスク

管理者

医師

カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行

指 導 監 督連 携

口を開いた患者を診察する様子_s

【人物・健康・防疫・衛生】男性 リモート受診

運営者

【人物】 男
性D 立ち
正面 微笑

容 態 悪 化 時 等 に 受 診

・ 患 者 の 容 態 悪 化 時 等 の 受 け 入 れ の 要 請 / 合 意 取 得
・ 定 期 的 な 患 者 情 報 の 提 供 等

【ビジネス】会議検討ブリーフィング１

地 域 の 関 係 者

オンライン診療を行う医療機関

オンライン診療受診施設

1 現状

(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、地域の関係者
と連携して把握することとする。

２ 改正の内容
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美容医療の適切な実施

美容医療がより安全に、より高い質で提供されるに当たっての課題・対応

美容医療を取り巻く状況

⚫ 美容医療を行う医療機関の報告・公表の仕組みの導入
⇒ 安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の設置状況等に

ついて都道府県等に対する報告を求め、そのうち国民に必要な情報を公表

⚫ 関係法令＆ルールに関する通知の発出
⇒ 保健所等による立入検査や指導のプロセス・法的根拠の明確化

⚫ 医療機関による診療録等への記載の徹底

⚫ オンライン診療指針が遵守されるための法的整理

⚫ 関係学会によるガイドライン策定
⇒ 遵守すべきルール/標準的な治療内容/記録の記載方法/有害事象発生時の

対応方針/適切な研修のあり方/契約締結時のルール等を盛り込んだガイドラ

インを策定

⚫ 医療広告規制の取締り強化

⚫ 行政等による周知・広報を通した国民の理解の促進等

4104 4019 4026

1862 2602
5507

0
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12000

2019 2021 2023

医療の相談件数の推移

その他医療サービス(件数) 美容医療(件数)

患者 保健所等医師医療機関

「シワを取るはずが顔面麻痺が残った…」

「医師ではない人に治療方針を決定され
た…」

「オンラインで無診察処方された…」

「強引に高額な契約を結ばされた…」

「SNS広告を見て受診しトラブルに…」

「関係法令＆ルールを知らない…」

「提供した医療の内容や契約内容につ

いて患者とトラブルになる…」

「研修・教育体制が不十分…」

「問題が起こっても対処できない…」

「安全管理の状況・体制等を把握し

にくい…」

「通報を受けたが立入検査に入って

よいケースかどうか分からない…」

「カルテを見ても診療の実態がわから
ず、指導ができない…」

・美容医療を提供する医療機関における院内の安全管理の
実施状況・体制等を保健所等が把握できていない

・患者側も医療機関の状況・体制を知る手段がなく、医療
機関における相談窓口を知らない

・関係法令＆ルール（オンライン診療に係るものを含
む。）が浸透していない

・合併症等への対応が困難な医師が施術を担当している

・安全な医療提供体制や適切な診療プロセスが全般的・統
一的に示されていない

・アフターケア・緊急対応が行われない医療機関がある

・保健所等の指導根拠となる診療録等の記載が不十分な場
合がある

・悪質な医療広告が放置されている

出典：PIO-NET（※）へ2024年3月31日までに登録
された相談データ

※パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム。国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース

1 現状

２ 課題 ３ 改正の内容

１．地域医療構想の見直し等③
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）①

【基本的な考え方】

現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

経済的インセンティブ、地域の医
療機関の支え合いの仕組み、医師
養成過程の取組等の総合的な対策

医師の柔軟な働き方等に配慮し
た中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師へのアプローチ

地域の実情を踏まえ、支援が必要
な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医

療サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効

性のある総合的な医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。

※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

・ 医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・ 医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策
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10

＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等＞
・対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加
・勤務経験期間を６か月以上から１年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞
・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業６か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での
医療の提供の要請を可能とする

・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞
・保険医療機関に管理者を設け、２年の臨床研修及び保険医療機関(病院に限る)において３年等保険診療に従事したことを要件とし、責務を課す

若手 中堅・シニア世代

＜医学部定員・地域枠＞
・医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資する

よう、都道府県等の意見を十分に聞きながら、必
要な対応を進める

・医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、
大学による恒久定員内の地域枠設置等への支援を
行う

・今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以
降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う

＜臨床研修＞
・広域連携型プログラム※の制度化に向けて令和８年

度から開始できるよう準備
※ 医師少数県等で24週以上の研修を実施

医師養成過程を通じた取組

＜重点医師偏在対策支援区域＞
・今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等を｢重点医師偏在対策支援区域｣
と設定し、優先的･重点的に対策を進める

・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等
を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定（市区町村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞
・医師確保計画の中で｢医師偏在是正プラン｣を策定。地対協・保険者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機

関、必要な医師数、取組等を定める
※ 医師偏在指標について、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

医師確保計画の実効性の確保

＜全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援＞
・医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すためのリカレント教育を推進
＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞
・都道府県と大学病院等で医師派遣･配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

＜経済的インセンティブ＞
・令和８年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討

‣ 診療所の承継･開業･地域定着支援（緊急的に先行して実施）

‣ 派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える。保険者による効果等の確認）

‣ 医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※ これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

・医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

地域偏在対策における経済的インセンティブ等

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施
・外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮･支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行う

診療科偏在の是正に向けた取組

【総合的な対策パッケージの具体的な取組】

地域の医療機関の支え合いの仕組み

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②
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電子カルテ情報共有サービス

11

○全国の医療機関等において、電子カルテ情報を共有・閲覧することができるようにする。
・医療機関が３文書（健診結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー）と６情報（傷病名や検査等）を電子的に共有できるようにする。
・患者が自身のマイナポータルで健診結果報告書や６情報を閲覧できるようにする。医療保険者にも健診結果報告書を電子的共有する。

○以下の内容を法律に規定。
① 医療機関等は、３文書６情報を支払基金等に電子的に提供することができる旨を法律に位置づける。

個人情報保護法の例外として、提供する際の患者の同意取得を不要とする。他の医療機関が閲覧する際には患者の同意が必要。
② 支払基金等は、3文書6情報を、電子カルテ情報共有サービス等以外の目的には使用してはならない。
③ システムの運用費用は医療保険者等が負担する。
④ 地域医療支援病院等の管理者に３文書・６情報の共有に関する体制整備の努力義務を設ける。

自宅等

全国の医療機関等

マイナ
ポータル

国民

事前同意

閲覧受付

閲覧

同意

わたしの情報

マイナンバー
カード

顔認証付きカードリーダー 医師等

医療保険者

閲覧

職員等

閲
覧
可

電子カルテ等

文書・情報登録

患者 医師等

医療機関

支払基金

電子カルテ情報共有サービス

6情報

健診結果報告書

健診結果報告書

患者サマリー6情報

5情報

健診結果
報告書

診療情報
提供書

傷病名＋アドバイス

取得・閲覧保存管理登録

【文書情報】
① 健康診断結果報告書
② 診療情報提供書
③ 退院時サマリー

【6情報】
① 傷病名
② 薬剤アレルギー等
③ その他アレルギー等
④ 感染症
⑤ 検査(救急、生活習慣病)
⑥ 処方
（処方は文書抽出のみ）

健診結果
報告書

診療情報
提供書

制度の概要

閲覧同意

３．医療DXの推進①
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次の感染症危機に備えた、電子カルテ情報共有サービスの利用等

•医師が診療時に入力する電子カルテ用端末について

は、インターネットに接続していない医療機関も存

在している。そのような医療機関では、同一端末か

ら直接、感染症サーベイランスシステムにアクセス

することができず、発生届を届け出る際は、イン

ターネット回線に接続された別の端末で、カルテに

記録した診療情報と同一の情報を改めて入力する必

要があり、負担になっている。

•次のパンデミックを見据えた感染症危機管理体制を

構築することは、我が国の喫緊の課題であり、2025

年４月に創設される国立健康危機管理研究機構

（JIHS）は、感染症対応を中心に据えた組織として、

感染症に関する情報の収集・分析機能を強化するこ

とを目指す。

•医師等が、感染症の発生届等を届け出る際、電子カル

テに記録した診療情報を改めて入力することなく、同

一端末上で発生届等を作成できるようにするため、一

部の感染症について、医師等が発生届を電子カルテ情

報共有サービスを経由する方法により届け出ることが

できる旨の規定を設ける。

•感染症対策上必要な時は、厚生労働大臣から支払基金

等に対して、電子カルテ情報等の提供を求めることが

できることとする。

•また、厚生労働大臣は、支払基金等から提供を受けた

電子カルテ情報等を用いた調査研究を、国立健康危機

管理研究機構（JIHS）に委託することができることと

する。

感染症サーベイランスシステム

医療機関

電子カルテ情報共有サービス

支払基金

電子カルテ・
発生届入力

国立健康危機管理研究機構

（JIHS）

調査研究
の委託

＜感染症対策上必要な時＞

提供

電子カルテ
情報等の
提供指示

厚生労働省

＜発生届との連携＞

３．医療DXの推進①
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公的ＤＢにおける仮名化情報の利用・提供

〇 厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係のＤＢ（公的ＤＢ）では、これまで匿名化情報の利用・提供を進めてきた。
〇 医学・医療分野の研究開発等において、匿名化情報では精緻な分析や長期の追跡ができない等、一定の限界がある。
〇 データ利用者は、利用したいＤＢそれぞれに対して申請を行い承認を得る必要がある等、負担が大きい。

〇 公的ＤＢの仮名化情報の利用・提供を可能とし、他の仮名化情報や次世代医療基盤法の仮名加工医療情報との連結解析を可能とする。
〇 その際、個人情報の保護を適切に図るため、以下のような管理・運用を行うこととする。

・仮名化情報の利用は「相当の公益性がある場合」に認めることとし、利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査する。
・ＤＢは、個人情報保護法上、個人情報の保有主体に求められるものと同等の安全管理措置や不適正利用の禁止等の措置を講ずる。
・仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を相手に提供しないことを基本にする。
・これまでの匿名化情報と同様に、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則を求め、匿名化情報よりも厳格な管理を
担保するため、厚労大臣等から利用者に対して利用の目的・方法の制限の要求等の規定を設ける。

現状

改正の内容

氏名 性別 生年月日 体重 収縮期血圧 病名

厚労花子 女 2003/7/26 53.4 211 膵島細胞症（希少疾患）

ID 性別 生年月日 体重 収縮期血圧 病名

B002 女 2003/7 50～55 201以上 その他

ID 性別 生年月日 体重 収縮期血圧 病名

B002 女 2003/7/26 53.4 211 膵島細胞症（希少疾患）

匿名化情報：本人を識別すること及びその作成に用いられた情報を復元
することができないように加工された情報

氏名等に加え、
必要に応じて、医療データ領域も削除・改変が必要

医療データ領域の削除・改変は基本的に不要

氏名
等は
削除

氏名
等は
削除

※単体又は組合せにより特定の個人を識別することができる記述については削除が必要。

医療データ領域

仮名化情報：氏名等の削除等により、他の情報と照合しない限り、特定
の個人を 識別できないように加工された情報

＜匿名化情報・仮名化情報のイメージ＞

元データ

改正案

＜医療・介護関係の公的DBの利活用促進のイメージ＞

３．医療DXの推進②
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①法人名称の見直し

・診療報酬の審査支払業務と医療DX業務の両方を担う法人の
名称とするため、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構」とする。

②医療DX業務への国のガバナンス発揮

・厚生労働大臣が、医療DXの総合的な方針（「医療情報化推
進方針」）を定め、支払基金は、医療DXの中期的な計画
（「中期計画」）を定めることとする。

③柔軟かつ一元的な意思決定体制

・現行の理事会（４者構成１６人）に代えて、「運営会議」
を設置。法人の意志決定を行い、業務の執行を監督する。

・審査支払に関する予算・決算や事業計画等は、新たに設け
る「審査支払運営委員会」において決定する。

・医療DX業務を担当する常勤理事（CIO）を新たに設ける。

・医療DX業務は、運営会議における方針決定を受けて、理事
長・CIO等が中心となって柔軟かつ迅速に執行していく体
制とする。

④セキュリティ対策の強化

・医療情報の安全管理のための必要な措置を講じる義務を設
ける。

・重大なサイバーセキュリティインシデントや情報漏洩等が
発生した場合に、厚生労働大臣への報告義務を設ける。

３．医療DXの推進③

社会保険診療報酬支払基金の組織体制の見直し 公費負担医療等の効率化の推進

・公費負担医療・地方単独医療費助成の効率化については、デジタル庁
においてシステムが設計・開発・運用され、令和５・６年度に183自
治体（22都道府県、161市町村）が先行実施事業に参加。

・メリットを全国規模で広げていくため、「医療DXの推進に関する工程
表（令和５年６月２日医療DX推進本部決定）」等に基づき、順次、参加自治
体を拡大し、令和８年度中に全国規模での導入を目指す。

・その上で、安定的な実施体制の整備のため、法的整備等を通じて、支
払基金又は国保連において、システムの管理・運用等の業務を実施す
る体制を整備（令和９年度より）

患者 医療機関・薬局

マイナ保険
証を提示

紙の受給者
証は不要

オンライン資格
確認等システム

PMH医療費
助成システム

ピッ

情報連携

医療保険に加えて、
公費負担医療等の
資格情報も回答

【改正案による法的整備の内容】
・公費負担医療※のオンライン資格確認に係る業務を自治体等から支払

基金又は国保連に委託
・支払基金又は国保連において、システムの管理・運用等の業務を全国

規模で実施

※ 障害者総合支援法に基づく精神通院医療・更生医療、難病法に基づく特定医療費、
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費など

・患者： 紙の受給者証を持参・提示する手間を軽減できる。
・医療機関・薬局、自治体：正確な資格確認による資格過誤請求の減少を通じて、

医療費の請求・支払に係る事務負担を軽減できる。
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